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「「「「換気扇換気扇換気扇換気扇フィルタフィルタフィルタフィルターーーー」」」」事件事件事件事件 

 H23.1.31 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10075 号 

無効審決取消請求事件：請求認容 

 

容易想到性判断容易想到性判断容易想到性判断容易想到性判断におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題のののの把握把握把握把握がががが重要重要重要重要であることをであることをであることをであることを示示示示すすすす裁判例裁判例裁判例裁判例 

 

担当担当担当担当弁理士弁理士弁理士弁理士：：：：藤井藤井藤井藤井 康輔康輔康輔康輔  

 

 

 本件発明の構成構成構成構成がががが容易容易容易容易でででであったとしても、解決課題解決課題解決課題解決課題がユニークがユニークがユニークがユニークであった場合には、当然に発明

が容易容易容易容易であるということはできないであるということはできないであるということはできないであるということはできないとして、容易想到との無効審決を取消した事例。 

概要概要概要概要 

［［［［特許請求特許請求特許請求特許請求のののの範囲範囲範囲範囲］］］］ 

【請求項１】 金属製フィルター枠と、該金属製

フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属

製フィルター枠に接着されている不織布製フィル

ター材とよりなる換気扇フィルターにおいて、該

金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材と

は、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系

接着剤を用いて接着されていることを特徴とする

換気扇フィルター。 

 

［［［［審決審決審決審決のののの認定判断認定判断認定判断認定判断］］］］ 

 本件発明１の課題は、「換気扇フィルターの使用

後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材

とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」

であり、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィ

ルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃

棄すること（を容易にすること）」は、周知の技術

的課題であり（甲１８、１９及び３２）、甲２には、

水溶液によって成分が溶解または膨潤し剥離する

粘着剤が記載され、粘着剤は複数の物質を接合す

る接合剤としてみれば接着剤と共通し（甲２７、

甲３４）、甲２に接した当業者は、上記課題を解決

するため、接着剤成分が溶解又は膨潤して剥離す

るものを選択する動機付けを得るものといえる。 

 そして、上記課題を解決すべく、廃棄時に金属

製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易

に剥離するために、発明Ａの接着剤に「皮膜形成

性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用

いることは、当業者であれば困難なくなし得た。 

 

［［［［争点争点争点争点］］］］ 

 本件各発明及び周知技術の課題を誤って認定し、

容易想到性を判断した誤り 

 

［［［［裁判所裁判所裁判所裁判所のののの判断判断判断判断］］］］ 

１．容易想到性判断と発明における解決課題に関

する一般的判示 

 当該発明における、主たる引用例と相違する構

成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では

解決できなかった課題を解決するために、新たな

技術的構成を付加ないし変更するものであるから、

容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該

発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的

確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の

設定が容易であったか」及び「課題解決のために

特定の構成を採用することが容易であったか否

か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠と

なる。当該発明が容易に想到できたか否かは総合

的な判断であるから、当該発明が容易であったと

するためには、「課題解決のために特定の構成を採

用することが容易であった」ことのみでは十分で

はなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも

必要となる場合がある。すなわち、たとえ「課題

解決のために特定の構成を採用することが容易で

あった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニ

ークであった場合」（例えば、一般には着想しない

課題を設定した場合等）には、当然には、当該発

明が容易想到であるということはできない。とこ

ろで、「解決課題の設定が容易であったこと」につ

いての判断は、着想それ自体の容易性が対象とさ

れるため、事後的・主観的な判断が入りやすいこ

とから、そのような判断を防止するためにも、証

拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、

その前提として、当該発明が目的とした解決課題

を正確に把握することは、当該発明の容易想到性

の結論を導く上で、とりわけ重要であることはい

うまでもない。 

２．本件審決に対する判断 

 本件発明１は、「金属製フィルター枠と不織布製

フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇

フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着

されているが、使用後は容易に両者を分別し得る

ようにして、素材毎に分別して廃棄することを可

能とすること」を解決課題とし、「（換気扇フィル

ターにおいて）、通常の状態では強固に接着させる

が、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属

製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別

し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン

系接着剤を用いること」を解決手段とした発明で

ある。 
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 これに対して、審決が文献から引用した発明Ａ

は、本件発明１が目的としている解決課題及び解

決手段に関連した記載又は開示等はないのみなら

ず、逆に、フィルターをフィルターカバーから剥

離せずに廃棄することを前提とした発明であるこ

とが示されている。 

 本件発明１は、フィルター枠とフィルターとの

剥離を容易にしようとすることを目的とするのに

対し、甲１８、１９は、一体物としてゴミ出しを

しても問題が生じることがないようにして、作業

を高めるものであって、本件発明１における、解

決課題の設定及び解決手段は、全く逆であって、

本件発明１の異なる構成に想到することを容易と

する技術が示唆されているものとはいえない。甲

１８、１９及び３２において、相違点に関する解

決課題及び解決手段についての示唆はない。した

がって、審決において、本件発明１における解決

課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できた

との点について、証拠を基礎とした客観的合理的

な論理に基づいた説明が示されていると判断する

ことはできない。 

 甲２には、水溶液によって溶解又は膨潤して剥

離可能な水溶性粘着剤組成物に関するものである

ことが記載されている。しかし、甲１８、１９及

び３２等の例によっても、本件解決課題を設ける

ことが示されていない以上、本件解決手段に到達

することの示唆が、甲２の記載に存在するとはい

えないから、結局、発明Ａに甲２記載の発明を適

用することが、容易とはいえない。 

 したがって、甲２に接した当業者が、換気扇フ

ィルターの廃棄時に金属製フィルター枠と不織布

製フィルター材とを容易に剥離するために、発明

Ａに「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン

系接着剤」を用いることは困難なくなし得たとし

た審決の判断は誤りであり、これを前提とした本

件発明１に関する容易想到性の判断にも誤りがあ

るというべきである。 

 

［［［［検討検討検討検討］］］］    

≪≪≪≪本件判決本件判決本件判決本件判決のののの意義意義意義意義≫≫≫≫ 

 本件判決により、「課題解決のために特定の構成

を採用することが容易であった」としても、「解決

課題の設定・着眼がユニークであった場合」には、

当然には、当該発明が容易想到であるということ

はできないことが示されており、ともすれば軽視

される傾向にあった課題についてその目新しさ

（のみ）で想到容易との判断が覆ることがあるこ

とが示された点で画期的な判決であるといえる。 

 特許庁の審査基準では、容易想到性（進歩性）

判断に関し、「引用発明や他の引用発明（周知・慣

用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項

に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論

理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広

範な観点から行うことが可能である。例え

ば、・・・引用発明の内容に動機づけとなり得るも

のがあるかどうかを検討する」とし、動機づけと

なり得るものとして「技術分野の関連性」、「課題

の共通性」、「作用、機能の共通性」等を挙げてお

り、仮に課題に共通性がなくても他の要因により

動機づけがあると判断できるというように、課題

の位置づけは他の要因に対していわばフラットで

あった。 

 一方、従来の容易想到性の判断に関する特許庁

の審査基準とは異なる判断手法を示した「回路用

接続部剤事件」判決（平成２０年(行ケ)第１００９

６号）では、容易想到性判断における解決課題の

位置づけについて、「出願に係る発明の特徴点（先

行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とし

た課題を解決するためのものであるから、容易想

到性の有無を客観的に判断するためには、当該発

明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当

該発明が目的とする課題を的確に把握することが

必要不可欠である。」との一般的判示を行っている。

本件判決はさらに踏み込んで、たとえ「課題解決

のために特定の構成を採用することが容易であっ

た」としても、「解決課題の設定・着眼がユニーク

であった場合」には、当然には、当該発明が容易

想到であるということはできないとしており、今

後の容易想到性判断に関する判決の集積を待たず

には確定的なことはいえないが、当面は実務対応

における解決課題の重要性が増していく方向にあ

るといえる。 

 

≪≪≪≪実務上実務上実務上実務上のののの指針指針指針指針≫≫≫≫ 

 これまでは、一旦、課題が設定されてしまうと

その解決手段の採用が容易と思われるケース（不

純物の規定等）では明細書作成ないし審査対応が

困難となることが比較的多かったのではないだろ

うか。本件判決により、解決手段の採用が容易で

あっても当該課題自体が新規であると容易想到性

の判断が覆る可能性がでてくる場合があるので、

明細書作成及び審査対応のいずれの段階でもその

点については十分に考慮する必要がある。 

以上 

 


